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オンライン資格確認を推進するための手続について（協力依頼） 

 

日頃より、医療保険制度の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

令和元年５月２２日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図る

ための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第９号）において、マイ

ナンバーカードを健康保険被保険者証（国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医

療被保険者証を含む。以下同じ。）として利用できる「オンライン資格確認」が導入

されることとなったところであり、令和３年３月より、マイナンバーカードの健康

保険被保険者証利用の本格運用が開始される予定となっております。 

保険医療機関及び保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）において、「オン

ライン資格確認」を利用して被保険者資格等のデータを安全に送受信するために

は、医療機関等コードに紐付いた電子証明書が必要となります。 

このため、健康保険法（大正 11年法律第 70号）第３条第 13項等の実施に向けた

準備として、新規指定の保険医療機関等が診療開始月の月初から「オンライン資格

確認」を導入できるよう、令和３年２月以降に提出される保険医療機関等指定申請

について、地方厚生（支）局における取扱い等を下記のとおりとしていただきた

く、ご協力よろしくお願いします。なお、詳細については、別途事務連絡にてお示

しします。 

 

 

記 

 

１ 新設の医療機関及び薬局（以下「医療機関等」という。）については、保険医療機

関等として指定される以前には医療機関等コードを有していないことから、新設の

医療機関等であって、診療開始月の月初からのオンライン資格確認の利用を希望す

るものについては、医療機関等コードの代替として活用できるよう、「受付番号」を



 

 

 

 

情報提供すること。 

 

２ 地方社会保険医療協議会において、保険医療機関等としての指定の答申が行われ

た医療機関等については、地方社会保険医療協議会による答申が行われた後速やか

に、当該保険医療機関等に係る医療機関等コードを、医療保険情報提供等実施機関

（※）に対して情報提供すること。 

 

（※）社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会から委託を

受けた公益社団法人国民健康保険中央会が設置。医療保険者等から委託を受けて、

オンライン資格確認等システムに関する業務等を共同して実施。 

 

３ 新設の保険医療機関等が「オンライン資格確認」を導入するために必要となる保

険医療機関等の指定に係る手続き等について、地方厚生（支）局のホームページ等

において周知すること。 


